
一般社団法人日本補体学会 旅費規程 

 
 （目的） 
第１条	
 この規程は、一般社団法人日本補体学会（以下、本学会という。）の役員、委員並び

に会長が認めた者（以下、役員等という。）が理事会、各種委員会、各種学会、関係

会議等に、出席する場合、他の団体等の組織より交通費・宿泊費・諸手当（以下、

交通費等という）を受けられない場合の費用の支給に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 
 

（交通費） 
第２条 交通手段として役員等が、理事会、各種委員会、各種学会、関係会議等に出席する

場合、公共交通機関により最短経路を利用するものとし、実費支給を原則とする。 
２．前項の規定にかかわらず、会合開催地近郊（概ね３０Km 圏内）に 

居住する者が、会合に出席する場合は、一律２，０００円を支給する。 
３．会合開催地より概ね３０Km 圏外は、３０Km 圏までの実費に２，０００円を加算

して支給する。 
１） 勤務地または居住地の最寄駅から会合開催地の最寄り駅までの往復普通運賃、

往復特別急行料金（新幹線を含む）（路程が片道１００Km を超える場合）。た
だしグリーン料金は支給しない。 

２） 航空機の利用は、往復航空運賃並びに空港までの公共交通機関による往復交通
費実費を支給する。ただし、国内線のクラス J・プレミアムクラス等、座席の
アップグレード料金は支給しない。また、国際線はビジネス運賃を認めない。 

 
（宿泊費） 
第３条 宿泊費は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給することができる。 

１） 会務等が２日以上に及ぶ場合 
２） 会務等の終了時に適当な交通機関の運行が終了している場合 
３） その他、会長が必要と認めた場合 

２．宿泊費の支給は、原則実費とし、１泊あたり最大１０，０００円（サービス料を 
	
 	
 含む）とする。 
 

（参加費） 
第４条 当該参加費は支給する。 
 
 



（交通費、宿泊費の不支給に関して） 
第５条 以下の各号に該当する場合は、交通費、宿泊費を支給しない。 

１） 年次学術集会に併せて行われる会務等に出席する場合。 
２） 本学会と密接な関係のある学会等の学術集会に併せて行われる会務等に出席す

る役員等が、当該学会等の会員である場合。 
３） 同一または連続する日に行われる複数の会務等に出席した場合は、会務の数に

かかわらず１回とする。 
 

（精算手続き） 
第６条 精算手続きには以下の書類の提出を必要とする。 

１）	
 特急利用時の往復の切符および領収書（切符に値段の記載がない場合）（原本） 
２）	
 航空券代の領収書または eチケットの場合は日時、便名、席クラスが記載され

た確認メール等の印刷物、および搭乗券の半券（原本） 
３）	
 参加証（原本またはコピー） 
４）	
 その他領収書。海外の参加費などクレジットカードで支払いをしている場合は

カード会社の利用明細（コピー）を提出 
 

（委員会開催費） 
第７条 委員会開催の会場費、食費等は清算払いとして支給する。 
 
（諸手当） 
第８条 上記以外の諸手当（日当等）は支給しない。 
 
（協議処理） 
第９条 特別な場合で、本規程で処理できない事項に関しては、その都度、会長と事務局長

の協議により決定するものとする。 
 
（委任） 
第１０条 この規程に定めるものの他、必要な事項は理事会で定める。 
 
（改廃） 
第１１条 この規定の改廃は、理事会の決議により行う。 
 
付則 
１．この規程は、平成２８年４月１日より施行する。 


